
就労定着支援について

新潟市障がい福祉課 就労支援係



就労定着支援 創設について

• 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障がい
のある方が増え、今後、一般就労に伴う生活面の課題に
対する支援ニーズが増加することが予想される

一般就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、
事業所・関係機関・家族等との連絡調整等の支援を
一定の期間にわたり行う「就労定着支援」を創設



就労定着支援の支援内容
一般就労に伴い生じる日常生活や社会生活を営む上で
の問題に関する相談、指導、助言等の必要な支援を行う
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就労定着支援を利用できる人
・生活介護
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

利用後、一般就労した人

一般就労から６月経過後 就労に伴う環境の変化により一般就労から６月経過後、就労に伴う環境の変化により
生活面・就業面の課題が生じている人
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就労定着支援を利用できない人

就労移行支援や就労継続支援などの
サービスを利用せずに一般就労した方
・特別支援学校卒業後，すぐに一般就労した方
・ハローワークの紹介で一般就労した方
こあサポートや らいふあっぷからの紹介

新潟市障がい者就業支援センター こあサポート や
障害者就業・生活支援センター らいふあっぷ に

ご相談ください

・こあサポートや、らいふあっぷからの紹介で
一般就労した方



サービス利用までの流れ
• 居住区の区役所健康福祉課や地域保健福祉セ
ンターへ申請申請

• 心身の状況などについて聞き取り調査を行う聞き取り調査

• 相談支援事業者またはご自身で作成したサービ
ス等利用計画（案）を提出

サービス等利用計画（案）の提出

• 申請を行った区役所から受給者証が発行される支給決定

• 支給決定に係るサービス等利用計画を提出サービス等利用計画の提出

• サービスを受ける事業者を選択して契約する事業所と利用契約

• 契約に基づいて就労定着支援を利用
• 世帯の所得に応じて利用者負担が発生利用開始



利用者負担について

• 障害福祉サービスを利用した場合、原則としてサービス
費の１割が利用者負担となります。
負担上限月額は、所得に応じて設定され、負担が重くな
らないようにしています。

• 利用者負担上限月額区分は以下の表のとおりです。利用者負担上限月額区分は以下の表のとおりです。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

低所得 市民税非課税世帯 ０円

一般１ 市民税課税世帯（所得割１６万円未満） ９，３００円

一般２ 上記以外 ３７，２００円

※市民税非課税世帯…障がい者の場合は、前年中の給与収入額204万4千円未満の方



利用者負担について

• 就労定着支援は、一般就労後に利用するサービス
のため、一定の収入がある方の場合、利用者負担
が発生する可能性があります。

お金がかかるなら

就労定着支援は、就職後の課題解決や職場定着のために
必要な支援を提供するサービスです。

「就労定着支援を利用したいけど、利用者負担が発生するか？」
等の疑問が生じた場合は、就職前に利用していた事業所と

相談しましょう。

お金がかかるなら
利用したくない。。



Q１．就労定着支援と，障がい者就業支援センター，ジョブコーチの違いは？ 

A１． 

【就労定着支援】 

 支援内容：一般就労後に生じる生活面の課題の解決スキルを提供する。 

利用方法：障害福祉サービスのため，支給決定を受ける必要がある。 

      世帯の所得に応じて利用者負担が発生することがある。 

利用期間：3年（就職後6月経過後から3年6月まで利用可能） 

利用対象者：生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用した後，一般就労した者に限られる。 

【障がい者就業支援センター，障害者就業・生活支援センター】 

 支援内容：求職活動，企業実習，就職後の相談等，相談から就職後の職場定着まで，一連の支援を行う。 

 利用方法：登録が必要。利用料は無料。 

利用期間：特定無し 

利用対象者：センターの所在地によって異なる。 

      こあサポート：新潟市内で就労を目指す，または雇用されている障がいのある方 

      らいふあっぷ：新潟市・五泉市・阿賀野市・阿賀町にお住まいの障がいのある方 

【ジョブコーチ】 

支援内容：集中支援・移行支援・フォローアップの３段階の支援で，仕事に適応するための支援を提供する。 

利用方法：ハローワークまたは障害者職業センターに連絡が必要。利用料無料。 

利用期間：1～8ヵ月（標準2～4ヵ月） 

利用対象者：特定無し  



Q２．就労定着支援のメリットは？ 

A２． 

・卒業した就労移行支援事業所の職員から引き続き支援を受けるため，馴染みの関係のなかで，職場定着のための

支援を受けることができる。 

・定期的に月1回の面談機会が設定される。困ったことをすぐに相談しやすい。 

職場定着できている方の場合は，月1回ではなく2月に1回～3月に1回のペースで面談を行うこととなる。 

Q３．就労定着支援のデメリットは？ 

A３． 

・一定の収入が発生する場合，利用者負担が発生する可能性がある。 

・サービス利用期間終了後，月1回の面談機会が無くなる。 

⇒利用期間終了後は，必要な支援が切れ目なく継続するよう，障害者就業・生活支援センターへ円滑に引き継ぎを

行う。 


